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 収入がある者についての被扶養者の認定について 

 

   厚生労働省より「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収

入の取扱いについて（令和７年 10 月１日保保発 1001 第３号・年管管発 1001 第３号）」の通達があり

ました。 

 

  現在、健康保険法第３条第７項に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者

の認定について」（昭和 52 年４月６日保発第９号・庁保発第９号厚生省保険 局長及び社会保険庁医療保険

部長連名通知）等に基づき行われておりますが、被扶養者としての届出に係る者（以下「認定対象者」とい

う。）の年間収入の判定が令和８年４月１日から以下のように変更されます。 

 

  ＜被扶養者としての届出に係る者（以下「認定対象者」という。）の年間収入の判定＞ 

 

  ●現在 

 

 

 

 

 

  ●令和８年４月１日から 

 

 

 

 

    労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第 15 条の規定に基づき交付される

「労働条件通知書」（以下「通知書」という。）等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者

に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認することとされ、具体的には、通知書等の賃

金（諸手当及び賞与も含む）を確認し、年間収入が 130 万円未満（認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は概ね

厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180 万円。認定 対象者（被保険者の配偶者

を除く。）が「19 歳以上 23 歳未満である場合にあっては 150 万円）である場合には、原則として被扶養者として取り扱

うこととなります（なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合（以下「条件変更」

という。）には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が

分かる書面等の提出を求めること）。 

 

  なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間

収入が 130 万円以上（一定の場合には、180 万円以上又は 150 万円以上）の場合であっても、当該臨時

収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更す

る必要はないこととされています。 

 

    「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による 
  被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について 

 

 

    厚生労働省より「『年収の壁・支援強化パッケージ』における事業主の証明による被扶養者認定の円滑

化の取扱いの恒久化について（令和７年 10 月１日保保発 1001 第１号）」の通達がありました。 

 

   「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」（令和５年９月 29 日付け保保発 0929 第７号厚生労働

省保険局保険課長通知）により示されているとおり、当面の対応として、「年収の壁・支援強化パッケー

ジ」に基づき、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていますが、この取り扱いにつ

いて、当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いとすることになりました。 

 

   なお、具体的な運用にあたっては、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当

の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」（令和５年 10 月

20 日付け保保発第３号厚生労働省保険局保険課長通知。同年 12 月 25 日一部改正）による対応と同様

です。 

 

   ◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化 
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認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入の

見込みにより判定 

労働契約で定められた賃金（諸手当及び賞与も含む）から見込まれる年間収入により判定 


